
第28東 館設数・構成割合、分煙の状況×経営三体一等案・兼業一宮美形態一店舗の形態一別業年一立地条件一緒営青年齢階級一従業者の規模一地域フロック別   
g－  構成割合（％）   

首里  貰望・レストラン  その他（ロヒー等）  客室  夏空・レストラン  その他（ロヒ一等）  
施                  架設  宗設  全  不  宗が  宗主呈  全  分さ  不  仕分  仕し  喫リ  全  分さ  不   講説  諌言受  全  不  宗が  宗設  全  分さ  不  仕分  仕し  喫リ  全  分さ  不  

詳  煙分  煙け  面  煙れ  拝  切煙  切て  煙分  面  煙れ  詳  
席か．  のて  ★t ；巧t  （て  リ し  リい  専煙  ■：▲ 臼  ．－、て  

とれ  とれ  等て  
喫て  煙な  はい  煙な  

、ノい  無る  ）い   施                                                                                                     設  煙け  煙け  面  詳  煙分  煙け  面  煙れ  詳  切煙  切て  性分  面  煙れ  詳  設  煙け  煙け  面                            数  宝て  皇て  ≠R   輝か  のて  ：■■ 臼  ．【、て   リし  リい  専任  臼  ′・・、て   数  皇て  重て  同 薫R                            をい る  をい な い  煙    喫て 煙い 席る  時い 周る 帯 を  煙  宗い 煙な 、Jい   等て はい 無る い が  等る で 分 煙  用し 重て にい よる  煙  崇い 煙な 、ノい    をい る  をい な い  煙     煙い 席る  時 い  
が   

総数  847  195  630  7  15  1こ）6  51  118  495  47  221  13  16  36  525  36  100．0  23．0  74．4  0．8  1．8  16．1  6，0  13．9  58，4  5．5  26．1  1．5  1．9  4．3  62．0  4．3   

結  140  18  118  ロ  
営  5  

主  3   

体   3   4   21   100．0  11．1  88．9    14．8  3．7  7．4  70．4  3．7  18．5  77．8  3．7   

専  723  162  545  4  

兼  2  

業   2   100．0   50．0   

ょら   625  63  547  

業 形  5   

I沌   
5   ヰ   4  20．0   20、0   

単独店   740  160  560  6  

店  9  

舗  7  

2  2  

の 形  
態  2  100，0  50．0  

支店  16  6   

不詳   3   2  33．3   66．7   

10年未満   27  12  14  

10”19年   16   

創  †0   

業  2  

年  6  

50年以上  7   

不詳   100．0   100．0   100．0   

市裾地   410  1J13  256  2  

立  5  

地  5   

粂   5   3   3   600   

件   4  

不詳   523-- 4  20．0   

8  100．0  100．0   

結 嘗  30歳末満 30－39歳  26  33218-5-- 20  

者  4  4  

年  2  

齢   4   

5   

69歳   2   100．0   50．0   
100．0  100．0  100．0  

従  1人 2人   16  3  2  2  

業  2  

者  2   3．8  

の   6  

規  4  

損   9  

不詳   q   33．3  22，2   

141  3B  100  1   2  

地 域  2  

プ  3  

ロ  
ツ  4  

ク   ロ   l    20  皿  24  85  山  31  巴 4  4 4 3 巳 6  5  95  4 4 9  100．0  27．0  70．9  0．7  1．4  14．2  7．8  17．0  60．3  ・0．7  22．0 1．4  2．8  3．5     67．4  2．8  
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6．  受動喫煙対策に関するアンケート調査・中間評価（飲食店）  

叫
㌫
一
t
【
′
】
．
 
墓
／
 

一
 
一
こ
√
・
－
エ
 

一
 
 

票
三
 
・
1
7
・
、
」
 
 

〓
 
■
 
 
 

一
・
L
 

こ
 
 

〕
㌔
＝
、
…
－
 
 
 

、
デ
．
 ．
 

1
1
川
1
．
ニ
ノ
 
 

叫
一
．
F
l
ト
 
 

迂
 

J
〕
 
だ
1
1
‖
 
 

∵
∴
 
 

為
題
j
 
 

－∴－こ‘・；一  ‘  
撃軍…貢；  

全国飲食業生活衛生同業組合連合会  
－40－   



4．禁煙・分煙への対応 ≪Q4、Q5≫  

（1）法施行前後の変化  

健康増進法の施行の前後における禁煙・分煙対策を聞いた。   

施行前に禁煙あるいは分煙等、何らかの「対策を講じている」（左表の1～4の合計）のは6、8％  

だった。それに対して「何にもしていない」（左表の5）のは88．8％。   

法施行後は、「対策を講じている」（右表の2～5と7の合計）のが8．9％、「何もしていない」  

（右表の1）のが81．6％となり、対策を講じた店が微増となった。  

酷施行後   全体   ％   

1．対応していない   979  81．6扉   

2．完全禁煙にした   19  1．6％   

3．完全分煙にした   13  1．10／   

4．分煙にした   12  1．OD   

5．禁煙タイムを設けた   6  0．50   

6．その他   54  4．59忘   

7．対応済み   57  4．70／   

8．未記入 60  5．09∈   

計   1，200  100．0   

法施行前   全体   ％   

に禁煙   1．3〝   

に分煙   25  2．1V  

35  2．9′   

タイムを設ける   5  0．49／   

に喫煙可能   1，06  88．89′   

他   20  1．7ウ／   

入   33  2．89′   

計   1，20  100．0？   

1．完全l  

2．完全l  

3．分煙  

4．禁煙  

5．自由  

6．その  

7．未記  

※ここでいう「分煙」（完全に分煙をのぞく）は、換気扇や空気清浄機の設置程度の対策であり、健康増進法でい  

うところの分煙にあたらない。  

0％  20％  40％  60％  BO％  100％  

施行前⇒上左真の1～4の合計 施行後⇒上右表の2～5、7の合言  ◎対策済  

○未対策  施行前⇒上左表の5 施行後⇒上右表の1  
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（2）禁煙・分煙対策への取り組み  

また、法施行前後の対策増加傾向は以下のトとおりである。完全に分煙は倍増に近いが、それ以  

外は微増にとどまっている。  

0
 
5
 
0
 
5
 
0
 
5
 
0
 
5
 
0
 
 

4
 
3
 
3
 
2
 
2
 
1
 
1
 
 

件
 
数
 
 

完
全
に
禁
煙
 
 

完
全
に
分
．
煙
 
 

禁
煙
タ
イ
ム
を
設
け
る
 
 
 

下の表は、法施行後の対策の有無について、店舗の坪数で分類した。1～20坪の店舗では、4．1％  

が対策済であったが、20坪以上では10．4％が対応している。店舗の狭さがネックになっていると  

いえる。  

0％  10％  20％  30％  40％  50％． 60％  70％  80％  90％ 1DO％  
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7．  労働者健康状況調査（事務所）  

労働者健康状況調査報告  
SurveyOnStateofEmployees’Health  

平成14年  

（2002）  

厚生労働省大臣官房統計情報部  

StatisticsandIn王brmationDepartment，  

Minister’sSecretariat，MinistryofHealth，LabourandWelfare，Japan  
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【事業所調査】   

4 喫煙対策の実施状況   

（1）喫煙対策の実施率  

喫煙対策に取り組．んでいる事業所は59．1％となっており、（前回47．7％）に比べて11．4  

ポイント上昇している。  

事業所規模別にみると、5，000人以上規模では100％実施されており、1，000～  

4，999人規模及び300～999人規模で9割を超えている。  

喫煙対策の取組内容（複数回答）としては、「喫煙場所を設けている」75．1％が最も高く、  

次いで「禁煙場所を設けている」42．7％、「会議、研修等の場所を禁煙にしている」36．3  

％の順となっている。  

事業所規模別にみると、300人以上のすべての規模で、「禁煙場所を設けている」「喫煙場所を  

設けている」「会議、研修等の場所を禁煙にしている」「たばこの煙を排気・除去する装置等を設  

置している」を挙げた事業所の割合が5割を超えている。（第17表）  

第17表 喫煙対策取組の有無及び取組内容別事業所割合  

取 組 内 容 （複数回答）  
喫
煙
対
策
に
取
り
．
組
ん
で
い
な
い
 
 

事
業
所
全
体
を
禁
煙
に
し
て
い
る
 
 

禁
煙
場
所
を
設
け
て
い
る
 
 

喫
煙
場
所
を
設
け
て
い
る
 
 

禁
煙
タ
イ
ム
を
実
施
し
て
い
る
 
 

会
議
、
研
修
等
の
場
所
を
禁
煙
に
し
 
 

て
い
る
 
 

喫
煙
に
対
す
る
健
康
指
導
を
実
施
し
 
 

て
い
る
 
 

喫
煙
対
策
の
担
当
者
、
担
当
部
署
を
 
 

決
め
て
い
る
 
 

喫
煙
対
策
の
た
め
の
委
員
会
等
を
開
 
 

催
し
て
い
る
 
 

浮
遊
粉
じ
ん
、
C
O
等
の
濃
度
を
測
 
 

定
し
て
い
る
 
 
 

た
ば
こ
の
煙
の
排
気
・
除
去
す
る
 
 

置
等
を
設
置
し
て
い
る
 
 

喫
煙
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
 
 

模
 
 

規
 
 

所
 
 

業
 
 

事
 
 

平成14年  

5，000人以上  

1，000～も999人  

300～999人  

100～299人  

50－99人  

30～49人  

10～29人  

平成 9年  

100．0   59．1（100．0）（14．2）（42．7）（75．1）（11．2）（36．3）（25．1）（8．9）  3   3  
9
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100．0   47．7 （100．0）（9．4） い）  卜）（18．8）（28．8）（21．7）（7．7） （1．8） （1．5） （4．8）（2．9）  52．3  

（注） 「禁煙場所を設けている」及び「喫煙場所を設けている」は平成14年調査において新規の調査項目としたものであり、平成9年  
調査では「禁煙場所、喫煙場所を設けている」（喫煙対策に取り組んでいる事業所のうち78．8％）という2つをまとめた選択肢であった。  
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（2）喫煙対策に取り組んでいない理由   

喫煙対策に取り組んでいない事業所について、その理由をみると、「社内の合意が得られない」   

34．0％が最も高く、次いで「取り組む必要を感じない」31．5％、「喫煙者への配慮」   

23．3％の順となっている。（第18表）  

第18表 喫煙対策に取り組んでいない理由別事業所割合  

（取り組んでいない理由）  

社
内
の
合
意
が
得
ら
れ
 
 

取
り
組
む
必
要
を
感
じ
 
 

な
 
 

喫
煙
者
へ
の
配
慮
 
 

喫
煙
場
所
を
設
け
る
ス
 
 

ペ
ー
ス
が
な
い
 
 

取
り
組
む
た
め
の
資
金
 
 

が
な
い
 
 

喫 煙 対 策 に  
取り組んでいない  
事 業 所 計   

事業所規模  

平成14年  

5，000人以上  

1，000～4，999人  

300～999人  

100′・、ノ299人  

50～99人一  

叩～49人  

10～29人  

平成9年  

［40．9］ 100．0  34．0   

［－］  

［1．8〕 100．0  

〔6．1］ 100．0  

［13．3］ 100．0  

〔26．1］ 100．0  

［31．7】 100．0  

［46．4］ 100．0  
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1
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［52，3］ 100，0  29．4  35．7  25．6  2．4  

（注1） 「喫煙場所を設けるスペースがない」は、平成14年調査において新規の調査項目とした。  

（注2）［］は、全事業所のうち「喫煙対策に取り組んでいない事業所」の割合である。  
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【労働者調査】   

3 喫煙状況及び喫煙対策   

（1）喫煙の状況  

職場で「他の人のたばこの煙を吸入すること（受動喫煙）がある」とする労働者は、「鱒とんど  

毎日ある」45．0％、「ときどきある」33．2％をあわせて78．1％となっている。  

（第29表）  

第29表 喫煙・非喫煙及び受動喫煙の有無別労働者割合  
（単位：％）   

職場で他の人の  職場で他の人の  職場で他の人の  
たばこの煙を吸入  たばこの煙を吸入  たばこの煙を吸入  
すること（受動  すること（受動  する‘こと（受動  

喫煙）の有無 喫煙）の有無  喫煙）の有無  

労働者  喫煙者  非喫  
性  

計  計  煙者  

ほと  ほと  
計  

ほと  
ない  ない  ない  

どき  
毎日  

毎日  毎日  
どき  

ある   ある   ある   

男女計  100．0 78．1 45．0 33．2 21．9 39．3 33．9 24．9  9．0  5．4 60．7 44．3 20．1 24．116．5   

男   100．0 82．7 51．7 31．0 17．3 54．2 47．3 34．7 12．5  7．0 45．8 35．5 17．0 18．5 10．3   
女   100．0 70．7 34．0 36．7 29．3 15．0 12．2  8．8  3．4  2．8 85．0 58．5 25．3 33．3 26．5  

職場での喫煙で「不快に感じること、体調が悪くなることの有無」についてみると、「よくある」  

とする労働者の割合は10．8％、「たまにある」は26．3％であり、職場での喫煙で不快感や  

体調が悪くなることがある労働者はあわせて37．2％となっている。’（第30表）  

第30表 職場での喫煙に関して不快感、体調が悪くなることの頻度別労働者割合  

立：％）  

職場での喫煙で不快に  
感じること、体調が悪く  

なることの有無  

労働者計  性、喫煙・非喫煙   

計 男  

女   

喫煙者計  

男  

女   

非喫煙者計  

男  

女  

100．0  37．2 10．8 26．3 62．8  

100．0  33．7  9．1 24．6 66．3  

100．0  42．8 13．7 29．1 57．2   

［39．3］ 100．018．6 2．116．5 81．4  

［54．2］ 100．019．4 2．217．2 80．6  

［15．0］ 100．014．2 1．812．4 85．8   

［60．7］ 100．0 49．116．5 32．7 50．9  

［45．8］ 100．0 50．717．2 33．5 49．3  

［85．0］ 100．0 47．815．8 32．0 52，2  

（注）［］は、全労働者のうち「喫煙者」又は「非喫煙者」の割合である。  
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（2）喫煙対策   

職場における喫煙対策として望むことがあるとする労働者は90．7％となっている。これを男  

女別にみても差はないが、喫煙者・非喫煙音別にみると、喫煙者86．8％、非喫煙者93．2％   

となっている。   

具体的な内容としては、「喫煙場所を設けること」51．4％が最も高く、次いで「たばこの煙   

を排気・除去する機器等を設置すること」30．6％、「禁煙場所を設けること」26．0％の順   

となっている。   

喫煙者・非喫煙者別にみると、「事業所全体を禁煙にすること」（喫煙者4．0％、非喫煙者   

27．8％）、「会議、研修等の場所を禁煙とすること」（喫煙者12．5％、非喫煙者25．5％）   

について、喫煙者より非喫煙者の方がかなり高くなっている。（第31表）  

第31表 職場における喫煙対策として望む内容別労働者割合  
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体調が悪くなることの有無」別の労働者の割合である。   「受動喫煙の有無」「喫煙で不快感、  （注）［〕は、全労働者のうち「喫煙・非喫煙」   
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8． 喫煙対策実施状況調査（官公庁施設）  

喫煙対策実施状況調査の結果概要  

平成17年5月23日  

人事院職員福祉局   

人事院では、平成15年7月に「職場における喫煙対策に関する指針」（勤務条件  

局長通知）（参考1）を各府省へ発出し．、喫煙対策を推進してきている。平成17年  

1月時点におけるこの指針の実施状況について調査した。   

調査及びその結果の概要は次のとおりである。  

（注）同様の調査は、平成9年4月の旧指針の発出後、平成11年10月時点でも行っている。  

1 調査対象官署   

非現業一般職国家公務員（約30万人）の勤務する官署のうち本府省（37）、   

管区機関（194）は全官署、その他の官署は約10分の1を抽出した官署（61   

2）の計843官署について調査した。  

2 調査時期   

平成17年1月1日現在  

3 調査結果の概要  

（1）「事務室内一切禁煙」の官署は9割弱（表1、表2、表3、参考2）  

事務室内を禁煙にしている官署は、843中740（87．8％）であり、前  

回調査（平成11年実施）の30．5％を大きく上回っている。  

しかし、指針の規定に反し、18官署（2．1％）で事務室内を、17官署（2．  

0％）で会議室内を依然として喫煙場所にしている。また、（3）で述べるよう  

に83官署（9．8％）で事務室内に、25官署（3．0％）で会議室内に喫煙  

コーナ⊥を設置している。  

また、庁舎内を全面禁煙としていると考えられる「庁舎内に喫煙場所を設けて  

いない」官署は83（9．8％）である。  

（2）「喫煙室」のある官署は5割強で、屋外排気装置のある喫煙室は8割強（表3、  
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表4）   

喫煙室を設置しているのは444官署（52．7％）である。   

喫煙室の総数は1063室であり、このうち911（85．7％）は指針が求  

めている屋外排気装置を設置しているが、152（14．3％）では排気装置を  

設置していない。  

（注）「喫煙室」は非喫煙場所と完全に仕切られている場所  

（3）「喫煙コーナー」のある官署は5割強で、仕切りのないものは5割以上、屋外   

排気装置がないものは7割以上（表3、表5、表6、表7）  

喫煙コ㌧－－－－－ナーを設置しているのは448官署（53．1％）である。このうち、   

指針で禁止している事務室内の設置が83官署（18．5％）、同じく会議室内   

の設置が25官署（5．6％）である。  

喫煙コーナーの総数は1471か所であり、このうち指針が求めている非喫煙   

場所との仕切りがないものが770（52．3％）、同じく排気装置がないもの   

が1056（71．8％）である。  

（注）「喫煙コーナー」は出入口等が仕切られていない場所  

4 各府省の今後の取組（表8）  

庁舎内の全面禁煙を予定している官署は39（4．6％）であり、事務室内及び   

会議室内一切禁煙を予定している官署は77（9．1％）である。今回の調査結果   

と合わせると、今後ほとんどの官署で事務室内及び会議室内が禁煙となる。  

また、指針の基準を満たすよう喫煙室又は喫煙コーナーの設置又は改善を予定し   

ている官署は274（32．5％）である。  

5 人事院の今後の対応  

今回の調査結果から、事務室内の禁煙が進むなど、前回調査時点と比べると多く   

の府省で対策の取組が進められているものの、一部で事務室内及び会議室内禁煙が   

実施されていない官署があること、喫煙室の一部に屋外排気装置がないものがある   

こと、喫煙室の設置が困難な場合に設ける喫煙コーナーについては設置場所が事務   

室や会議室であるものがあることや、設備面で仕切りがないものや屋外排気装置が   

ないものが多数あることなど不十分な点が明らかとなった。これらの中には既に改   

善されたもの、又は今後改善予定のものも多いが、人事院としては、今後、これら   

について調査結果を精査し、指針で各府省に遵守を求めていることを中心に個別に   

指導するとともに、研修会や監査等を通じて指針の周知徹底を図っていきたい。  

以 上  
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調査対象：8 4 3官署（本府省3 7、管区機関19 4、その他の機関612）  

表1 庁舎外の喫煙場所の有無  

官署数（計）   本府省   管区機関   その他の機関   

庁舎外に喫煙場所がある  312（3 7．0）   8（21，6）   6 4 （3 3．0）   2 4 0（ 3 9．2）   

庁舎外に喫煙場所がない  5 31（6 3．0）   2 9（7 8．4）   13 0（6 7．0）   3 7 2（ 6 0．8）  

（注）（  ）内は調査官署数に占める割合（％）  

表 2  庁舎内の喫煙場所の有無  

官署数（計）   本府省   管区機関   その他の機関   

庁舎内に喫煙場所がある  7 6 0（9 0．2）  3 7（10 0．0）   1と；5（9 5．4）   5 3 8（ 8 7．9）   

庁舎内に喫煙場所がない   8 3（ 9．8）   0（   0．0）   9（ 4．6）   7 4（ 12．1）  

（往）（  ）内は調査官署数に占める割合（％）  

表 3  庁舎内の喫煙場所（複数回答）  

官署数（計）   本府省   管区機関   その他の機関   

事務室内一切禁煙   7 4 0（8 7．8）   3 5（9 4．6）   16 8（8 6．6）   5 3 7（8 7．7）   

喫煙室   4 4 4（5 2．7）   2 8 （7 5． 7）   10 7 （5 5． 2）   3 0 9 （5 0． 5）   

喫煙コーナー   4 4 8（5 3．1）   17 （4 5． 9）   12 2（6 2．9）   3 0 9 （5 0． 5）   

事務室（喫煙コーナーを除く）   18（ 2．1）   1（ 2， 7）   4（ 2．1）   13（ 2．1）   

会議室（喫煙コーナーを除く）   17（ 2．0）   1（ 2．7）   3（ 1．5）   13（ 2．1）   

食堂   19（ 2．3）   4（10．8）   5（ 2．6）   10（ 1．6）   

その他   8 9（10．6）   4 （10． 8）   21（10．8）   6 4 （10． 5）   

特に指定していない   2（ 0．2）   0（ 0．0）   0（ 0．0）   2（ 0．3）   

（注）（  ）内は調査官署数に占める割合（％）   



表4  喫煙室の設備  

計   本府省   管区機関   その他の機関   

喫煙茎数  10 6 3（10 0．0）  215（10 0．0）  2 5 2（10 0．0）  5 9 6（10 0．0）   

排気装置を設置   911（ 8 5．7）  18 7（ 8 7．0）  2 2 3（ 8 8．5）  5 01（ 8 4．1）  

気浄装のみ設置   
I                         空清眉   146（13・7）  28（13．0）  2 8（ 11．1）   9 0（ 15．1）   

1（   0．4）  0（  0．0）  6（  0，6）  5（  0．8）   漂竜装置、空気清浄装置とも設置してない  

（注）（  ）内は喫煙室数に占める割合（％）  

表5  喫煙コーナーの設置場所（複数回答）  

官署数（計）   本府省   管区機関   その他の機関   

廊下の一部   2 3 5（5 2，5）   9（5 2．9）   6 3（51．6）  16 3（5 2．8）   

ロ ビーの一部   13 8（3 0．8）   6（3 5．3）   3 2（2 6．2）  10 0（3 2，4）   

事務室の一部   8 3（1とう．5）   1（ 5．9）   2 2（18．0）   6 0（19．4）   

会議室の一部   2 5（  5．6）   0 （ 0．0）   9（ 7．4）   16（ 5．2）   

食堂の一部   14（ 3．1）   0 （ 0．0）   5（4．1） 9（ 2．9）   

休憩室の一部   5 5（12．3）   2 （11．8）   6（ 4，9）   4 7（15．2）   

その他   7 9（17．6）   4 （2 3． 5）   2 5（2 0．5）   5 0（16．2）  

（注）（  ）内は喫煙コーナーを設置している と回答した調査官署数に占める割合（％）  

表6  喫煙コーナーの構造  

計   本府省   管区機関   その他の機関   

喫煙コーナー数  14 71（10 0．0）   9 5（10 0．0）  514（10 0．0）  8 6 2（10 0．0）  

ハ○－テーションを設置   6 2 5（ 4 2．5）   5 3（ 5 5，8）  2 7 4（ 5 3．3）  2 9 8（ 3 4．6）  

ハ〔－テーションと スクリーンを設置   7 6（  5．2）   2 3（ 2 4．2）   2 3（   4．5）   3 0（   3．5）  

特に措置 していない   7 7 0（ 5 2．3）   19（ 2 0．0）  217（ 4 2．2）  5 3 4（ 61．9）   

（注）（  ）内は喫煙コーナー数に占める割合（％）   



表 7  喫煙コーナーの設備  

計   本府省   管区機関   その他の機関   

喫煙コーナー数  14 71（10 0．0）  9 5（10 0．0）  514（10 0．0）   8 6 2（10 0．0）  

排気装置を設置   415（ 2 8．2）  5 8（ 61．1）   9 6（ 18．7）   2 61（ 3 0．3）  

空気清浄装置のみ設置   9 0 8（ 61．7）  3 7（ 3 8．9）  4 0 5（ 7 8．8）   4 6 6（ 5 4，1）  

排気装置、空気清浄装置とも設置してl、ない   14 8（ 10．1）   0（   0，0）   13（  2．5）   13 5（ 15．7）  

（注）（  ）内は喫煙コーナー数に占める割合（％）  

表8  今後の喫煙対策の取組（複数回答）  

官署数（計）   本府省   管区機関   その他の機関 

庁舎内一切禁煙  3 9（ 4．6）   0（ 0．0）   8（ 4．1）   31（ 5．1．）   

事務室及び会議室内一切禁煙  7 7（ 9．1）   2（ 5．4）   16（ 8．2）   5 9 （ 9．6）   

指銅満たナ喫煙室・喫煙コーナーの設置・改善   2 7 4（3 2．5）   12（3 2．4）   6 2（3 2．0）   2 0 0（3 2．7）  

喫煙室の設置   119（14．1）   8（21．6）   3 3（17．0）   7 由（12．7）  

喫煙コーナーの設置   18（ 2．1）   0（ 0，0）   2（ 1．0）   16 （ 2．6）  

喫煙室の改善   3 9（ 4．6）   1（ 2．7）   10（ 5．2）   2 8（ 4．6）  

喫煙コーナーの改善   119（14．1）   5（13．5）   2 3 （11．9）   91（1⊥l．9）   

その他  12 7（15．1）   8 （21．6）   31（16．0）   8 8 （14． 4）   

予定な し  3 8 4（4 5．6）   19（51．4）   8 7（4 4．8）   2 7 8（4 5．4）   

（注）（  ）内は調査官署数に占める割合（％）   



（参考1）  

喫煙対策に関する指針改定のポイント  

新人事院指針（平15．7．10）   旧人事院指針（平9．4．1）   

則   空間分煙が最低基準。  原則として空間分煙。   

可能な範囲内で全面禁煙の方向。  

を所   庁舎内に喫煙室。  喫煙室、喫煙コーナー等の設置。   

困難なときは、喫煙コーナー。  

可能な範囲内で、庁舎外に喫煙所。  

ナーの  事務室、会議室は不可。   事務室、会議室、厚生施設以外の場  

食堂は勤務時間中は不可。   所。  

困難な場合は、事務室又は厚生施設。   

‡の   屋外への排気装置。   必要に応じ、煙の拡散防止設備、  

喫煙コーナーは、他の区域と仕切  

る。   空気清浄枚、喫煙場所を他の区域と  

仕切るための設備等。   

篭基準  喫煙室等及びその周辺の浮遊粉じん  

濃度0．151ng／n13以下、一酸化炭素濃  な し   

度10ppm以下。  

喫煙室等へ向かう気流の風速0．2m／s  

以上。  

イム   不可   喫煙コーナーを確保できない場合  

は、禁煙タイムを設定。  

食堂は食事時間帯は禁煙。  

会議中は禁煙。   

ポート  健康診断の結果必要な者及び禁煙を  健康診断の結果必要な者に実施。  

希望する者に実施。   禁煙を希望する者に実施が望まし  

い．、   
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（参考2）  

喫煙対策実施状況調査（人事院職員局実施）  

1 調査機関   

1，146官署（本省庁及び管区機関は全官署、その他の官署は抽出）  

2 調査時期  

平成11年10月  

3 調査結果  

計   本省庁   管区榛針地方支分納等   

調査官署数   1，146   44   1，102   

事務室内一切禁煙   34 9   8   3 41   

官署数   （30．5％）   （18．2％）   （30．9％）   

（注）（）内は調査官署数に占める割合。  
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9．  公共交通機関の受動喫煙防止対策取組状況調査  2008年3月現在  

′g／」＝＝7／一亡＝コr／．広重F′βコ＝r／」コy／■笥y′劇Er′．正質▼・ノ∬／■ヨロー・′一声≡，・／▲遮，←／■田・′一野／■■Ⅳ′∬／■こ■r′■婁■／一正r／■遍rノ」■Ⅳ′■野／dヨF′∬／■i岩r／■コd「′〟／■5騨’／  

「  

も  公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況について  
＼ ヽ皿／∬′∬′〝′虚ソ∬′℡／ダ′伊／∬／℡ノガ／∬′Ⅳ／β／∬／〝′∬′g／∬′〝／タ′∬／∬／∬′厨ノ辞／∬′〟／∬／J  

鉄軌道車両  （1）鉄軌道駅、   

＞公営地下鉄   

地下鉄については、駅構内、車両、ホーム上ともに全面禁煙を実施。  

′民鉄  

【駅構内】  

・平成1．5年5月1日より関東民鉄10社で、駅構内全面禁煙を実施。  

・名鉄では、平成17年1月より駅構内全面禁煙を実施。  

・関西民鉄各社では、ホーム上での分煙措置を実施。うち阪神と阪急では、朝夕の混雑  

時に禁煙タイムの設定。  

【車 両】  

・普通車両については全社禁煙。特急列車においては分煙措置。  

＞JR  

【駅構内】  

・駅構内の喫煙所の移設t集約及び喫煙室の整備を実施。  

▼ 首都圏エリアにおいて禁煙タイム（6：30甘30）の設定。  

【車 両】  

・普通車両については全面禁煙を実施。  

特急列車については、全面禁煙（JR北海道（2006年3月から）、JR東日本（2007  

年3月から）、全席禁煙（JR四国（2008年3月から）、）又は喫煙車両の削減（J  

R東海・JR西日本・JR九州）を実施。  

バスターミナル  （2）バス車両、   

＞乗合バス  

法令により原則禁煙。  

＞貸切バス  

・ 実態上原則禁煙。  

※ 旅行会社等によるチャーターの場合は原則禁煙。  

特定の団体との貸切契約の場合は、喫煙は契約者の団体の判断による。  

＞バスターーミナル  

・平成15年5月1日より、一般バスターミナル事業者19社について、バスターミ  
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2008年3月現在  

ナル、ロビー及び待合室の全面禁煙、又は分煙化を実施。  

（3）タクシー   

＞法人・個人タクシー  

■ 2007年3月末時点で、全国の法人・個人事業者の禁煙タクシー車両数は12，461台  

で、全タクシー車両数に占める割合としては5％程度。  

・最近では、2006年4月から実施した大分市をはじめ、2007年5月からの名古屋市  

とその周辺地域などで、業界団体の主導により、一定の地域を全面的に禁煙化する取  

組みが増加してきており、2008年1月からは東京都内で全面禁煙化を実施。  

地域における全面禁煙化の増加により、2008年3月1日現在の全国の法人・個人事  

業者の禁煙タクシー車両数（概数）は約13万台となり、全タクシー車両数に占める  

割合としては約50％まで急増。  

※ 全国乗用自動車連合会及び全国個人タクシー協会調べ（概数は2007年3月末の数値に新  

聞記事等から集計した数値を加えたもの）。  

（4）航空機、航空  ターミナル  

＞航空機  

・ 既に機内禁煙を実施。  

＞航空旅客ターミナル  

・羽田空港等主要空港において建物内に喫煙室を設置し、分煙を実施。  

ターミナル  

＞旅客船  

・主要航路及び長距離フェリーにおいては、分煙措置を行っているところ。  

・離島航路については、一部において分煙措置を行っているところ。  

＞旅客船ターミナル  

・主な旅客船ターミナルにおいては、建物内に喫煙室の設置等を行い分煙を実施。  
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